
兵庫県建設工事入札参加者選定要綱

第１章 総則

（目的）

第１条 競争入札に参加する者（以下「入札参加資格者」という。）の資格審査、資格格付、

指名基準等については財務規則（昭和３９年兵庫県規則第３１号）及び昭和４１年兵庫県告

示第１４９号「一般競争入札に参加する者に必要な資格等」（以下「告示」という。）に定

めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

（適用範囲）

第２条 この要綱は、県が発注する土木工事及び建築工事（以下「工事」という。）に適用する。

（資格審査及び資格格付事務）

第３条 入札参加資格者の資格審査及び資格格付に関する事務は、県土整備部県土企画局契約管

理課長（以下「契約管理課長」という。）が行う。

第２章 資格審査

（資格審査）

第４条 入札参加資格者の資格審査は、次の事項について別表第１に定める工事の種類ごとに行

う。

（１）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する建設業の許可の有無

（２）建設業法第２７条の２３第３項の規定により国土交通大臣が定める審査の項目

（３）工事に必要な機器等の所有状況等

第３章 資格格付

（格付等級）

第５条 一般土木、建築一式、アスファルト舗装、造園、電気及び管の各工事についての入札参

加資格者は、建設工事入札参加者に係る資格格付要領第２条に規定する総合数値でもって、別

表第２の格付換算表により格付点数を付して告示第２に規定する等級区分（以下「格付等級」

という。）に格付する。

（発注対応工事金額）

第６条 格付等級に対応する工事の契約予定金額の範囲（以下「発注対応工事金額」という。）は

別表第３のとおりとする。

２ 県内に本店を有する者（以下「県内業者」という。）のうち、入札参加者資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に登載している平均工事成績（以下「平均工事成績」という。）が７５

点以上である者については、別表第３の「県内業者の特例範囲」の「成績特例範囲」の工事に参

加させることができ、資格者名簿に登載している社会貢献評価数値が４０点以上である者について

は、同表の「県内業者の特例範囲」の「社会貢献評価特例範囲」の工事に参加させることができる。

なお、工事箇所を勘案して別表第２の格付換算表の格付点数が５０点以上の県内業者を、別表



第３の「県内業者の特例範囲」の「上位特例範囲」の工事に参加させることができる。

３ 入札参加資格者について格付をしない工事にあっては、総合評定値をもって格付等級に代え

るものとし、発注対応工事金額は特に定めない。

（特別共同企業体）

第７条 特別共同企業体（工事ごとに結成される共同企業体）の入札参加資格者に必要な資格に

ついては、兵庫県建設工事に係る特別共同企業体取扱要綱に定めるほか、工事ごとにその都度

定める。

（資格者名簿の作成及び整理）

第８条 契約管理課長は、財務規則第８１条の３の規定に基づき資格者名簿を作成する。

なお、入札参加資格者について、財務規則第８１条の２第１項第２号から第４号までの規定

による認定がなされたとき、又は告示第９の変更届を受理したときは、その都度資格者名簿を

整理しておくものとする。

第４章 指名基準

（指名要素）

第９条 入札に参加させる者（以下「入札参加者」という。）の指名に当たっては、次に掲げる

指名要素を考慮し、競争の本旨に基づき適正かつ公平に選定しなければならない。

（１）入札参加資格

ア 資格者名簿に登載されていること。

イ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に基づく資格制限期間中の者でないこと。

ウ 建設業法第２８条に基づく営業の停止処分期間中の者でないこと。

エ 県の指名停止基準（平成６年６月１６日制定) に基づく指名停止期間中の者でないこと。

（２）当該工事に対する技術的適正

ア 当該工事を施工するに必要な主任技術者又は監理技術者の有資格技術職員を有している

こと。

イ 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

ウ 資格者名簿に登載している１件当たりの最高完成工事額を尊重すること。

（３）県工事の工事成績

ア 平均工事成績が７５点以上である県内業者は、特例範囲を適用することができる。

イ 平均工事成績が６５点未満である場合は指名しないことができる。

なお、低入札価格調査の対象となり、調査の結果、契約締結することとなった業者の同

種工事における平均工事成績が６５点未満であった場合は、当該低入札価格調査を行った

工事が完了するまでの間、新たに発注する同種工事には指名しないものとする。

また、特別共同企業体が低入札工事を受注し、平均工事成績が６５点未満である構成員

がいる場合は、その者及びその者を構成員とする特別共同企業体（当該低入札工事を受注

した特別共同企業体と異なる特別共同企業体を含む。）は、当該受注工事が完了するまで



の間、新たに発注する同種工事には指名しないものとする。

ウ 当該年度に完成した工事の成績が１件６５点未満である場合は指名しないことができる。

エ 県発注工事に係る施工管理が不適切なものは指名しないことができる。

（４）手持工事の状況

工事の手持状況からみて、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に判断すること。

（５）安全管理及び労働福祉の状況

ア 県発注工事について、過去２年間に死亡者の発生及び休業８日以上の負傷者の発生がな

いこと等安全管理成績が特に優良である場合は十分尊重すること。

イ 勤労者退職金共済機構との退職金共済契約締結状況及び建設業厚生年金基金又は建設業

労働災害補償共済制度への加入状況を尊重すること。

ウ 「障害者の雇用の促進等に関する法律」（昭和３５年法律第１２３号）に基づく障害者

の雇用人員の達成状況を尊重すること。

（６）当該工事の地域性等

中小建設業の育成、地域の産業振興及び雇用促進に資するため地元業者で施工が可能な工事

にあっては、極力地元業者に受注機会の確保を図るよう考慮するものとする。

（７）社会貢献評価

資格者名簿に登載している社会貢献評価数値が４０点以上である県内業者は、特例範囲を適

用することができる。

（８）経営内容の状況

金融機関からの取引停止に至らないが、経営状態が客観的に不健全であると認められる者は

指名しないものとする。

（９）反社会的な行為又は不誠実な行為の有無

次の事項に該当する者は指名することができない。

ア 建設工事請負契約書に基づく措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠

実であること。

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について関係行政機関等から

の情報により請負者としての下請負契約関係が不適切である者

ウ 入札参加資格制限及び指名停止に該当しない者にあっても、著しく社会的信用を失墜さ

せ、又、誠実性に欠ける行為を行った者

（入札参加者数）

第 10 条 入札参加者の指名に当たっては、資格者名簿に登載された者の中から工事１件につい

て、次に掲げる工事規模の区分に応じておおむね次のとおり選定する。

ただし、特殊な技術を要する場合は、この限りでない。

（１）10,000 千円未満 １０人

（２）10,000 千円以上 30,000 千円未満 １２人



（３）30,000 千円以上 １５人

（複合工事の入札参加者）

第 11 条 ２種類以上の異なる工事種類を併せて１件の複合工事として発注する場合の入札参加

者の指名に当たっては、当該工事の全体額に占める工事種類別金額の比率を勘案し、比率の高

い工事種類を対象として選定する。

（指名の特例）

第12条 災害復旧工事、補修工事等で急施を要するなど特に必要と認められるものについては、

等級外の入札参加資格者の中から指名することができる。

２ 特殊な工事で資格者名簿の区分により難い工事の入札参加資格者の指名に当たっては、入札

参加資格者の中から、特殊な工事に対応できる技術力及び信用力のある者を選定する。

第５章 雑則

（随意契約による見積参加者の選定）

第 13条 随意契約による場合の見積参加者の選定は、原則としてこの要綱の規定を準用する。

（閲覧）

第 14 条 契約管理課長は、関係行政機関等から入札参加者の選定に当たり入札参加資格審査申

請関係書類の閲覧の申出があったときは、これを閲覧させるものとする。

（報告）

第 15 条 契約担当者は、資格者名簿に登載された者について「入札参加資格制限基準及び指名

停止基準」に該当する事実を知ったときは、主管の部局長に報告するとともに、県土整備部長

へ速やかに報告しなければならない。

附 則

この要綱は、平成６年７月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成７年９月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成８年７月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成９年７月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成10年７月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成11年７月１日から施行する。

附 則



この要綱は、平成12年７月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成13年７月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成14年２月１日から施行し、港湾土木工事にかかる第４章及び第５章の規定は、

平成14年７月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成14年７月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成15年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成16年７月１日から施行する。

（格付等級に係る特例）

２ 第５条、第６条の規定にかかわらず、平成16年２月末までに建設業法の規定に基づく経営事

項審査申請を行い、当該申請に係る経営事項審査結果通知書（決算日から１年７箇月までの有

効なものに限る。）により入札参加資格申請を行う者にあっては、同通知書に記載する総合評

点をもって総合評定値に代えることができる。

附 則

この要綱は、平成17年７月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成18年７月１日から施行する。

（適用区分）

２ 改正後の要綱の別表３は、平成18年８月１日から適用する。

附 則

この要綱は、平成18年10月10日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年７月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成21年７月１日から施行する。



附 則
（施行期日）

１ この要綱は、平成22年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ 平成24年６月末までの間、平均工事成績が７５点以上である者については、下表の「県
内業者の特例範囲」の「成績特例範囲」の工事に参加することができる。

別表第３

発注対応工事金額表

発注対応工事金額 （単位：千円） 発注対応工事金額 （単位：千円）

県内業者の特例範囲 県内業者の特例範囲
区 分

標準範囲

成績特例範囲

区 分
標準範囲

成績特例範囲

Ａ 70,000 以上 50,000 以上
70,000 未満

Ａ 450,000 以上 250,000 以上
450,000 未満

Ｂ 20,000 以上
150,000 未満

10,000 以上
20,000 未満

Ｂ 250,000 以上

1,000,000 未満

130,000 以上
250,000 未満

Ｃ 7,000 以上
50,000 未満

5,000 以上
7,000 未満

Ｃ 100,000 以上
250,000 未満

50,000 以上
100,000 未満

Ｄ 3,000 以上
20,000 未満

2,000 以上
3,000 未満

Ｄ 20,000 以上
100,000 未満

13,000 以上
20,000 未満

一

般

土

木

工

事

Ｅ 7,000 未満

建

築

一

式

工

事

Ｅ 20,000 未満

Ａ 20,000 以上 10,000 以上
20,000 未満

Ａ 50,000 以上 40,000 以上
50,000 未満

Ｂ 5,000 以上
30,000 未満

3,000 以上
5,000 未満

Ｂ 50,000 未満

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
工
事

Ｃ 10,000 未満

電
気
・
管
工
事

Ｃ 7,000 未満

Ａ 50,000 以上 30,000 以上
50,000 未満

造

園

工
Ｂ 10,000 以上

70,000 未満
5,000 以上

10,000 未満

事 Ｃ 20,000 未満



別表第１

工事の種類 必要とする建設業法上の許可業種

一般土木工事

港湾土木工事

土木工事業又はとび・土工工事業

アスファルト舗装工事 ほ装工事業

プレストレスト・コンクリート橋梁（上部）工事 土木工事業

鋼橋梁（上部）工事 鋼構造物工事業

しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業

さく井工事 さく井工事業

ボーリング・グラウト工事 土木工事業又はとび・土工工事業

吹付工事 土木工事業又はとび・土工工事業

造園工事 造園工事業

鋼塗装工事 塗装工事業

区画線及び道路標示工事 塗装工事業

機械器具製作据付工事 機械器具設置工事業、水道施設工事業、鋼構造物工

事業又は土木工事業

土

木

工

事

標識工事 鋼構造物工事業又はとび・土工工事業

建築一式工事 建築工事業

家屋解体工事 とび・土工工事業又は建築工事業

電気工事 電気工事業

管工事・浄化槽工事 管工事業

電気通信工事 電気通信工事業

塗装工事 塗装工事業

防水工事 防水工事業

内装仕上工事 内装仕上工事業

昇降機設置工事等 機械器具設置工事業

下水処理設備工事 水道施設工事業

建

築

工

事

そ

の

他

の

専

門

工

事

消防施設工事 消防施設工事業















別表第３
発注対応工事金額表

発 注 対 応 工 事 金 額 （単位：千円）

県内業者の特例範囲
区 分

標準範囲

成績特例範囲 上位特例範囲 社会貢献評価
特例範囲

Ａ 70,000 以上 50,000 以上
70,000 未満

50,000 以上
70,000 未満

Ｂ 20,000 以上
150,000 未満

10,000 以上
20,000 未満

150,000 以上
250,000 未満

150,000 以上
250,000 未満

10,000 以上
20,000 未満

Ｃ 7,000 以上
50,000 未満

5,000 以上
7,000 未満

50,000 以上
70,000 未満

50,000 以上
70,000 未満

5,000 以上
7,000 未満

Ｄ 3,000 以上
20,000 未満

2,000 以上
3,000 未満

20,000 以上
30,000 未満

20,000 以上
30,000 未満

2,000 以上
3,000 未満

一

般

土

木

工

事

Ｅ 7,000 未満 7,000 以上
10,000 未満

7,000 以上
10,000 未満

Ａ 20,000 以上 10,000 以上
20,000 未満

10,000 以上
20,000 未満

Ｂ 5,000 以上
30,000 未満

3,000 以上
5,000 未満

30,000 以上
50,000 未満

30,000 以上
50,000 未満

3,000 以上
5,000 未満

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
工
事 Ｃ 10,000 未満 10,000 以上

20,000 未満
10,000 以上
20,000 未満

Ａ 50,000 以上 30,000 以上
50,000 未満

30,000 以上
50,000 未満

Ｂ 10,000 以上
70,000 未満

5,000 以上
10,000 未満

70,000 以上
100,000 未満

70,000 以上
100,000 未満

5,000 以上
10,000 未満

造

園

工

事
Ｃ 20,000 未満 20,000 以上

30,000 未満
20,000 以上
30,000 未満

（注）・標準範囲・・・・・・・・・・・・当該等級の全部が入札に参加できる範囲
・県内業者の特例範囲・・・・・・・標準範囲以外に県内業者が入札に参加できる範囲

【成績特例範囲】 平均工事成績点75点以上の者が入札に参加できる範囲
【上位特例範囲】 格付等級ごとの点数が50点以上の者が入札に参加できる範囲
【社会貢献評価特例範囲】 社会貢献評価点数40点以上の者が入札に参加できる範囲



別表第３

発注対応工事金額表

発 注 対 応 工 事 金 額 （単位：千円）

県内業者の特例範囲
区 分 標準範囲

成績特例範囲 上位特例範囲 社会貢献評価
特例範囲

Ａ 450,000 以上 250,000 以上
450,000 未満

250,000 以上
450,000 未満

Ｂ 250,000 以上
1,000,000 未満

130,000 以上
250,000 未満

130,000 以上
250,000 未満

Ｃ 100,000 以上
250,000 未満

50,000 以上
100,000 未満

250,000 以上
450,000 未満

250,000 以上
450,000 未満

50,000 以上
100,000 未満

Ｄ

20,000 以上
100,000 未満

13,000 以上
20,000 未満

100,000 以上
200,000 未満

100,000 以上
200,000 未満

13,000 以上
20,000 未満

建

築

一

式

工

事

Ｅ 20,000 未満 20,000 以上
40,000 未満

20,000 以上
40,000 未満

Ａ 50,000 以上 40,000 以上
50,000 未満

40,000 以上
50,000 未満

Ｂ 50,000 未満 50,000 以上
100,000 未満

50,000 以上
100,000 未満

電

気

・

管

工

事 Ｃ 7,000 未満 7,000 以上
13,000 未満

7,000 以上
13,000 未満

（注）・標準範囲・・・・・・・・・・・・当該等級の全部が入札に参加できる範囲
・県内業者の特例範囲・・・・・・・標準範囲以外に県内業者が入札に参加できる範囲

【成績特例範囲】 平均工事成績点75点以上の者が入札に参加できる範囲
【上位特例範囲】 格付等級ごとの点数が50点以上の者が入札に参加できる範囲
【社会貢献評価特例範囲】 社会貢献評価点数40点以上の者が入札に参加できる範囲


